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議第４０号 上水道管理事務の事務委託に関する規約の廃止の協議について 

 

１ 協議の趣旨 

  呉市が設置する上水道施設のうち，広島県の設置する工業用水道施設と共用す

るもの及びその附属設備の管理事務については，現在，呉市と広島県との間にお

ける上水道管理事務の一部事務委託に関する規約（昭和４０年４月１日施行。以

下「規約」といいます。）により広島県に委託をしています。 

  令和４年１１月に広島県及び県内１４市町で構成する広域連合として広島県水

道広域連合企業団（以下「企業団」といいます。）が設立され，広島県企業局が

運営する工業用水道事業の事務を企業団が承継することとされたことに伴い，規

約の廃止が必要になることから，広島県と協議をするものです。 

 

２ 施行期日 

令和５年４月１日 

 

【参考】 

 

   工業用水道事業 事務委託の範囲 


